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○七戸町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱 

平成１７年３月３１日 

告示第２２号 

改正 平成１８年３月３１日告示第１９号 

平成２３年３月３１日告示第３号 

平成２４年１１月２９日告示第８号 

平成２５年３月１８日告示第３号 

平成２９年１２月１８日告示第７７号 

平成３０年３月１６日告示第３４号 

令和４年３月２８日告示第２２号 

 令和８年３月１９日告示第２９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処

理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交

付については、七戸町補助金等の交付に関する規則（平成１７年七戸町規則第４２

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 浄化槽 

浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽をいう。 

（２） 合併処理浄化槽 

浄化槽法第４条第１項の規定による構造基準に適合する浄化槽であって、し尿

及び生活雑排水（工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。）を併せて処理し、

生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）除去率９０パーセント以上、放

流水のBOD日間１リットル当たり平均値２０ミリグラム以下の機能を有すると

ともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３

０日付衛浄協第３４号通知）に適合する処理対象人員１０人以下のものをいう。 

（補助の対象） 

第３条 補助金は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項又は同法第２

５条の３第１項に規定する事業計画に定められた予定処理区域以外の地域及び農業

集落排水施設処理区域以外の区域において、住宅（店舗等の床面積が総床面積の２

分の１未満である併用住宅を含む。以下同じ。）に合併処理浄化槽を設置する者及

び合併処理浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入する者に対し交付する

ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。 

（１） （社）全国浄化槽団体連合会及びその会員である（社）青森県浄化槽検査

センターで実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録をせず

に合併処理浄化槽を設置する者 

（２） 浄化槽法第５条第１項の規定に基づく設置届出の審査又は建築基準法（昭
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和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に基づく確認を受けずに合併処理

浄化槽を設置する者 

（３） 合併処理浄化槽を設置する者と当該住宅の所有者（所有者死亡の場合は納

税義務者又は居住している相続人）が異なる場合、所有者から承諾を得られてい

ないもの 

（４） 町税を滞納している者 

（５） 当該合併処理浄化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は農業集落排水

施設等集合処理への加入区域となった場合、速やかに加入することに同意しない

者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の表の人槽区分に応じて定める限度額の範囲内で、合併処

理浄化槽の設置に要する経費に相当する額とする。ただし、当該設置に要する経費

に相当する額が同表に満たないときは、その額を限度とする。 

人槽区分 限度額 

５人槽 ４１４，０００円 

６～７人槽 ４７４，０００円 

８～１０人槽 ６６０，０００円 

（補助金の交付申請） 

第５条 規則第３条の補助金交付申請書は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付

申請書（様式第１号）のとおりとする。 

２ 規則第３条の規定により町長が定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 新築の場合は建築確認通知書の写し及び浄化槽設置届受理書の写し、改良

の場合は浄化槽設置届受理書の写し 

（２） 設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し 

（３） 設置場所の見取図 

（４） 設置浄化槽の構造図及び配置配管図 

（５） 登録浄化槽管理票（C票）及び登録証の写し 

（６） 浄化槽設置工事契約書の写し又は見積書（配管工事を含めた工事明細書）

の写し 

（７） 保証登録証 

（８） 合併処理浄化槽付き建売住宅を購入する場合は、確認済書（様式第２号） 

（９） 集合処理区域となった場合、それに加入する旨の同意書（様式第３号） 

（１０） 合併処理浄化槽を設置する者と当該住宅の所有者が異なる場合は、所有

者の承諾書（様式第４号） 

（１１） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決

定通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（補助事業等の変更等の届出） 
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第７条 補助事業等の変更等の承認を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置整備

事業計画変更（中止）承認申請書（様式第６号）を町長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

２ 前項の承認をしたときは、合併処理浄化槽設置整備事業計画変更（中止）承認通

知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補助金の実績報告） 

第８条 規則第１３条の規定による実績報告は、合併処理浄化槽設置整備事業実績報

告書（様式第８号）のとおりとする。 

２ 規則第１３条の規定により町長が定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこ

れを証明する書類 

（２） 浄化槽法第７条に規定する検査の依頼書の写し 

（３） 設置工事費の領収書の写し 

（４） 工事施工写真 

（５） 浄化槽設備士が適正に施工したことを証するもの（様式第９号） 

（６） その他町長が必要と認める書類 

３ 前２項の書類は、補助事業完了後１箇月以内又は３月２０日のいずれか早い日ま

でに提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 規則第１４条の規定による通知は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金確定

通知書（様式第１０号）により通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 補助金は、規則第１４条の規定によりその額の確定した後、補助事業者か

らの合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書（様式第１１号）による請求に

基づき、一括交付する。 

（法定検査の実施） 

第１１条 補助事業者は、浄化槽法第７条及び第１１条の規定により法定水質検査を

受けなければならない。 

２ 前項の法定水質検査の結果を合併処理浄化槽の使用開始後５年間保存するものと

し、町長は必要に応じて報告を求めることができる。 

（維持管理） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正

常に稼働するように適正な維持管理をしなければならない。 

（その他） 

第１３条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状

況を施工現場において確認することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の七戸町合併処理浄化槽設置整備事業

費補助金交付要綱（平成１２年七戸町訓令第１号）又は天間林村合併処理浄化槽設

置整備事業費補助金交付要綱（平成１３年天間林村訓令第１１号）の規定によりな

された手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

附 則（平成１８年３月３１日告示第１９号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日告示第３号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月２９日告示第８号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年３月１８日告示第３号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月１８日告示第７７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１６日告示第３４号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２８日告示第２２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和８年３月１９日告示第２９号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

様式第１０号（第９条関係） 

様式第１１号（第１０条関係） 
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